
レ
ン

の
境
界
に
近
〈
、
そ
の
加
賀
な
り
や
組
前
な
り
や
す

一
背
附
の
膨
大
を
詔
ぶ
多
毘
殺
に
引
良
さ
れ
す
ら
し
た

一
門
脂
肪
者
を
悉
く
脇
越
し
た
。
恕
如
が
退
去
の
辿
闘
は
一
る
こ
と
や
-
得
た
の
は
、
釧
川
政
元
の開山
知
と
将
恨
の

ら
殆
ど
不
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
首
時
本
寺
が
加
一
の
で
あ
っ
た
。
此
〈
の
如
〈
謹
如
の
心
棚
田
一
制
し
た
一
上
越
の
如
〈
で
あ
る
。
然
る
に
杭
人
そ
の
原
因
を
以
一
聞
を
調
停
し
た
に
図
っ
て
ど
あ
っ
た
。

州
古
口
附
山
間
と
呼
ば
れ
も
し
た
の
で
も
知
ら
れ
る
o
m出
一
際
、
夏
に
不
幸
な
こ
と
に
は
、
製
六
年
三
月
什
入
日

一
て
、
山
内
問
政
糾
の
削
世
間
断
に
郎
す
る
我
が
多
い
o
日

一

レ
ン
エ
ヨ
キ

淫
如
忌

務
政
の
時
、
三
且
叶
一
九

如
が
こ
L
に
建
造
の
邸
に
従
ふ
や
、
部
白
忽
ち
来
鈍

一
階
大
門
の
多
底
か
ら
火
山有
失
し
、
本
坊
以
下
九
州
叫
の
一
〈
、
政
糾
初
め
専
修
寺
門
徒
に
識
し
て
、
本
願
寺
門
一

日
間
山
々
の
民
宗
寺
院
に
泌
如
上
人
忌
宇
一
行
う
た
。
こ

し
、
山
を
崩
し
築
地
を
設
け
、
坊
舎
を
建
て
多
屋
を
一
多
屋
を
失
し
た
の
で
あ
る
。

一
従
柁
慨
起
し
た
か
ら
、
彼
等
は
育
的
に
至
り
、
悲
崇
一
の
日
館
前
吉
崎
及
び
前
北
部
二
伐
本
泉
寺

・
若
松
辺

倒
へ

、
迭
に
南
大
門
・北
大
門
の
都
す
ら
あ
り
、
門
徒

一
(
八
〉
加
賀
巡
敬
|
泌
如
は
吉
崎
に
在
る
聞
に
、
M
加

一
の
緩
や
-
得
て
政
斜
の
糾
似
そ
れ
M
さ
ん
と
掠
っ
た
。
政
一
徳
寺
に
書
指
す
る
我
が
多
〈
、
齢
山
も
撚
に
行
は
れ

は
之
を
崇
ん
で
御
山
と
呼
ん
だ
o
苦
情
の
部
田
町
が
、

一
到
に
入
っ
て
巡
敬
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
、

一
縦
之
を
的
知
L
、
直
に
兵
そ
率
ゐ
て
吉
崎
を
製
ひ
、

一
た
o
今
は
四
月
廿
抗
日
を
以
て
す
る
。

今
日
の
如
〈
加
賀
越
前
に
跨
る
は
、
貨
に
雨
凶
土

一
そ
の
御
文
中
に
は
、『
文
明
第
況
九
且
下
旬
第
二
目
安

一
法
如
以
下
桁
し
て
皆
逃
亡
せ
し
め
、
真
に
准
ん
で
膝

一

レ
ン
ニ
ヨ
シ
ョ
ウ
ニ
ン
イ
ト
h
y
キ

塗
如
上
人
道

民
の
集
合
建
設
し
た
間
別
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
子
巴
之
刻
、
加
州
山
中
山
朋
治
之
内
部
集
之
花
。
』
と
忠

一
応
の
起
勝
寺
に
政
火
し
た
と
o
こ
の
郁
は
前
人
阪
に

一
徳
記
一
加
。
大
永
四
年
木
泉
寺
叩
山
知
の
訪
で
、
天

公
ハ
〉
門
下
|
諮
如
が
音
崎
に
在
っ
た
聞
に
化
部
し
た

一
い
た
の
も
あ
る
o
文
文
明
七
年
に
も
、
河
北
部
二
俣

一
剖
肉
体
な
る
こ
と
を
鋭
う
て
ゐ
る
o
そ
の
故
は
、
文
明
一
文
二
年
阪
得
寺
従
佑
の
制
官
き
怨
い
だ
も
の
O

本
限
寺

門
弟
に
就
い
て
は
詳
し
〈
知
る
を
得
ぬ
。
之
を
本
願
一
の
本
山
市
寺
に
留
錫
し
て
、
出
回
附
や
・
裂
き
樹
石
宇
一
世
い

一
七
年
に
在
つ
て
は
附
巾
仰
に
本
願
苛
識
の
勢
力
隆
々
一
巡
如
が
府
間
宗
青
興
陥
せ
し
め
た
都
民
を
杷
す
る
。

昔
泡
紀
に
よ
っ
て
見
る
に
、
そ
の
門
下
に
名
を
列
す

一て
消
附
し
た
。
越
宥
到
三
州
芯
に
本
泉
寺
の
こ
と
を

一
と
し
て
ゐ
た
こ
と
、
白
山
宮
前
脳
部
巾
記
録
の
明
記
一

レ
ン
ニ
ヨ
ヅ
カ

謹
如
塚

石
川
郡
四
十
国
の
怒

る
も
の
h

巾
に
は
、加
賀
官
生
の
閑
静
(
阪
生
Y
小
松

一
肥
し
て
、
『
貸
徳
巾
に
、
犯
如
=
一
ヶ
年
限
住
あ
り
。
兵

一
す
る
別
で
あ
る
か
ら
、
政
相
酬
は
本
願
寺
符
の
首
領
た
一
性
寺
門
前
か
ら
、
東
へ
山
そ
R
R

っ
た
加
に
、
閉
山
如
上

長
削
寺
の
了
mg
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
他
聞
上

一
泊
跡
今
向
存
す
。
』
と
い
へ
る
は
こ
の
遊
間
脅
さ
す
も
.一
る
u
m
m
濃
町
の
領
土
そ
辺
地
し
て
、
吉
附
攻
判
明
に
従
一
人
分
科
の
探
と
縛
す
る
も
の
が
あ
る
。
加
到
古
跡
専

の
了
宗

・
一
瞬
間
の
莱
念
も
加
白
人
な
る
べ
〈
、
郭
光
一
の
で
あ
る
が
、
辿
如
は
貨
徳
中
に
も
皆
〈
二
院
に
杖

一
ひ
得
る
理
闘
が
な
〈
、
裂
に
況
や
天
隙
丸
開
館
川
を
一
に
、
諮
如
塚
は
こ
の
村
の
上
に
在
っ
て
、
信
仰
の
人

寺
の
邸
念
に
京
つ
て
は
岳
山
〈
そ
の
名
を
把
し
て
な
い

一
そ
曳
い
た
に
し
て
も
、
そ
の
土
木
脅
弄
し
た
る
は
文

一
組
え
て
際
応
そ
却
録
す
る
こ
と
そ
鮮
な
い
と
い
ふ
に

一
人
土
を
椛
り
石
を
附
叫
ん
で
今
は
奇
麗
に
都
へ
て
あ

が
、
到
に
金
仰
な
る
同
寺
に
、
文
明
一
五
年
十
二
且
謹

一
明
第
七
に
在
ふ
り
と
す
る
諮
問
の
治
総
記
そ
正
し
と
す

一
あ
る
。
山
地
袋
が
門
徒
有
制
め
て
政
削
酬
に
反
略
せ
し
め
一
ー
り
、
こ
の
地
は
大
回
目
寺

・
小
松
か
ら
能
積
ま
で
見
渡

如
が
青
山
町
の
多
屋
に
奥
へ
た
消
息
を
鮮

へ
る
か
ら
、

一
る。

一
た
こ
と
は
、
活
如
上
人
御
法
制
削
の
間
町
ナ
る
腕
で
あ
る
一
す
佳

h

訟
で
あ
る
と
促
す
る
。

亦
加
到
の
多
康
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

一
(
九
)
吉
附
退
去
|
是
よ
り
先
、越
前
の
朝
'
口
敏
対
は
、
一
が
、
之
に
よ
っ
て
政
脱
が
育
的
脅
加
療
す
る
結
果
を

一

レ
ン
ノ
ウ

淫
能

能

慢
の
人
出
山
治
郎
大
州
政

ハ
七
)
吉
崎
坊
舎
の
焼
失

l
坊
舎
建
設
以
後
文
明
五
年
一
そ
の
政
敵
を
節
税
し
て
、

一
凶
の
守
秘
た
る
地
位
を

一
芯
起
し
た
と
は
信
ぜ
ら
れ
ぬ
。

一
擦
の
女
、
大
関
家
佼
の
妨
で
、
本
願
寺
諮
如
最
終
の

に
来
る
ま
で
は
柑
め
て
附
闘
な
る
俊
民
を
な
し
来
つ

一
確
保
し
た
か
ら
、
活
如
が
放
対
の
政
艇
に
依
馴
し
て

一
〈十
〉
加
賀
門
従
の
破
門

l
長
平
-
一年
六
月
加
到
の
本

一
室
で
あ
っ
た
0

・文
明
十
二
年
十
六
段
で
法
部
終
六
郎

た
が
、悲
如
が
此
の
年
九
且
、
統
諮
の
育
的
に
居
住
す

一
安
全
の
地
位
を
斜
ん
と
し
た
こ
と
を
企
て
た
の
は
最

一
願
寺
門
徒
は
辺
機
政
斜
脅
誠
し
た
。
合
て
俗
械
と
街
一
を
詰
問
し
、
能
管
の
大
批
六
ヶ
所
に
納
め
、
十
八
年

る
を
抑
制
札
す
る
の
宣
言
を
お
す
に
ま
っ
て
、
突
然
頓

一
も
自
然
の
成
行
で
あ
っ
た
。
き
れ
ば
文
明
七
年
三
月

一
突
し
て
苦
紳
躍
を
設
め
さ
せ
ら
れ
た
諮
如
の
之
を
忍
ば

一
H
二
般
の
頃
か
ら
恕
如
に
侍
L
、
明
郎
八
年
諮
如
山

拙町
hr
泌
し
た
。
そ
の
迎
聞
は
、
求
滋
者
以
外
の
閉
民

一
敏
却
は
諮
如
に
古
川
断
御
拐
の
再
建
仇
管
制
告
し
、
問
材

一
-
な
か
っ
た
こ
と
勿
論
で
あ
る
0

・
池
如
が
七
且
四
日
附

一
示
寂
し
た
時
に
は
=
一十
沢
山
酷
で
あ
っ
た
が
、
訴
仰
し

が
刑
刷
出
世
す
る
こ
と
は
、
何
等
の
利
金
な
き
の
み
な
ら
一
を
己
の
領
内
に
募
総
す
る
こ
と
や
泊
し
た
の
で
、
謹

一
を
以
て
、
『
於
諸
門
下
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九 翼手
回 ー 図に ジク

七 ZO 寺警ili1'1 

I目金浅野弔IJ 

在
つ
"l: 、


